
さぬきWebまっぷのご案内

【問】高松法務局寒川出張所　☎（0879）43-4803

詳しくは、市ホームページをご確認ください。【問】】福祉総務課　☎（0879）26-9930

【問】危機管理課　☎（087）894-1115

　正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
　詳細は法務省ホームページをご覧ください。相続登記に関する個別の事案については
香川県司法書士会 （☎（0120）13-7832）にて相談のご予約ができます。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

　国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、以下の要件で給付金を支給します。
■支給要件
【①住民税均等割のみ課税世帯】　基準日（令和5年12月1日）時点で市内に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が

課されておらず、かつ、世帯のうち少なくとも1名の住民税均等割が課税である世帯
【②こども加算】　基準日時点で市内に住民登録があり、①に該当する世帯、または世帯全員の令和5年度住民税均等割が課されていない

世帯に属する18歳以下の児童（基準日以降に生まれた新生児、別世帯で扶養している児童等は申請により対象となる場合があります）
■支給額
【①住民税均等割のみ課税世帯】

1世帯あたり10万円
【②こども加算】

対象児童1人あたり5万円

■手続方法
対象と思われる世帯の世帯主に対し、4月

　上旬に書類を順次郵送します。
届いた書類によって手続方法・申請期限等

　が異なりますので、必ず内容をご確認ください。

物価高騰対策臨時特別生活支援金のご案内

　本サービスは、住民のみなさまにとって親しみのあるGoogle地図コンテンツと連携しており、ストリートビュー、ルート検索など各
種機能が利用できる仕組みとなっています。
　また、来庁せずとも各種行政情報を確認することができますので、新しい生活様式における非対面・非接触での情報提供に対応
しています。使い方の詳細は、トップページの「ヘルプ」ボタンよりご覧いただけます。

　4月1日より、インターネットで市内の行政情報を配
信するサービスを開始します。
　地図を利用して市内における行政情報や地域情報
を住民の皆様に分かりやすく公開・提供するWebサー
ビスで、パソコン、タブレット、スマートフォンでご利用
いただけます。
※利用規約に同意の上、ご利用ください。

法務省↑
ホームページはこちら

【②こども加算】↑
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長尾地区の粗大ごみおよび廃食用油の収集場所について

・令和５年度さぬき市一般会計補正予算（第１３号）について
・さぬき市手数料条例の一部改正について

議決した議案等は次のとおり。
〈市長提出議案〉

【問】議事課　☎（087）894-1120

※「議案」および「議案に対する各議員の賛否」
を市ホームページの「議会の記録」のページ
に掲載していますので、ご覧ください。

　令和６年さぬき市議会第１回臨時会が２月９日に開かれ、市長提出議案２件を原案可決しました。

さぬき市議会　会議結果の報告

　長尾公民館・長尾出張所の移転に伴い、４月からの粗大ごみおよび廃食用油の収集場所は
下記のとおりとなります。お間違えのないようお願いします。

粗大ごみ
廃食用油

変更なし　引き続き、旧長尾公民館北側駐車場で収集
変更あり　回収場所を新長尾出張所に移転

【問】生活環境課　☎（087）894-1119

【問】都市整備課　☎（087）894-1113

　3月31日（日）、一般道側との出入口「ウェルカムゲート」および
駐車場を新しくオープンしました。
　サービスエリア内の店舗に一般道側から自由にお立ち寄り
いただけます。
　ぜひ日常のお食事やお買物をお楽しみください。
※当該ゲートを通じた高速道路～一般道間の自動二輪車を含む車両の行き来は
　一切できません。

※収集日時に変更はありません。

津田の松原サービスエリア（下り線）に
ウェルカムゲートがオープンしました

【問】高松法務局戸籍課　☎（087）821-6191
市民課　☎（087）894-9218

　日本国民でありながら、事情があって出生
届を出すことができず、戸籍に記載されていな
い人について、戸籍に記載されるための手続
きをご案内いたします。
※予約不要、相談は無料で秘密は必ず守ります。

無国籍でお困りの方は
ご相談ください

内 容

・各種証明書の発行　　・原付登録、廃車の受付
・固定資産課税台帳の閲覧、土地家屋縦覧台帳の縦覧（縦覧は4月7日のみ）

3月31日（日）、4月7日（日）　８：30～17：15 市民課、税務課（本庁舎）
総合支所（寒川庁舎）

場 所日 時

※日曜開庁中は市税等の納付はできません

日曜開庁のお知らせ

【問】税務課　☎（087）894-1118
☎（087）894-9210

【問】市民課　☎（087）894-9218
・転入転出、印鑑登録の受付　・住民票、印鑑証明書、戸籍（広域交付を除く）
・戸籍届出の受付　　　　　　・マイナンバーカード業務 
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くらしのお知らせ


